
○ 感染症法第１０条の規定に基づく『感染症の予防のための施策の実施に関する計画』（法定計画）。
※改正同法第１４条の規定に基づく保健所設置市（水戸市）が定める同計画について、必要な事項を本計画に包含して定める。

○ 第２次茨城県総合計画に掲げる『「新しい茨城」づくり』に向けて、新型コロナウイルス感染症への対応から得られた教訓を生かし、
県民の命と健康を守るため、感染症の発生予防やまん延防止を図るとともに、新たな感染症など未曾有の危機において適切な対応ができるよ

う、
平時から体制を構築。

計画の趣旨

２０２４年度～２０２９年度（６年間）（３年ごとに中間見直し）
※併せて、「第８次茨城県保健医療計画（案）」（新興感染症発生・まん延時における医療 等）などの諸計画と整合を図りながら、検証等を実施。

計画の期間

改定茨城県感染症予防計画の概要

１）基本的な考え方

・コロナ禍で培った各種対策等の伝承
・個々の感染症対策の継続、充実強化 感染症対策の一層の充実
・幅広い関係者の連携

２）医療提供体制の強化
○改正感染症法に基づく「医療措置協定」の新設

※新興感染症を見据えた医療提供体制の数値目標を設定
○第２種感染症指定医療機関の見直し
○宿泊療養施設の確保、外出自粛対象者の療養生活の環境整備

などに関する章立てを新設・充実
など

３）保健所及び衛生研究所の強化
○研修・研究の充実、外部連携・ICT活用などによる、保健所及び

衛生研究所の体制の強化に関する章立てを新設・充実
○クラスター対策の横断的連携による、院内・施設内等での

感染対策徹底、感染症発生・まん延の防止 など

４）県民の理解醸成
○感染症に関する啓発及び知識の普及、人権の尊重 など

改定のポイント （参考）計画の全体像
※各番号：計画（案）の各章



取手・竜ケ崎保健医療圏
つくば保健医療圏

土浦保健医療圏

水戸保健医療圏

古河・坂東保健医療圏

筑西・下妻保健医療圏

鹿行保健医療圏

常陸太田・ひたちなか

保健医療圏

感染症指定医療機関の見直しの概要

日立総合病院 4床

常陸大宮済生会病院 4床

ひたちなか総合病院 2床

水戸赤十字病院 6床

鹿島病院 4床

土浦協同病院 6床

水戸赤十字病院 3床
【新規】茨城県西部メディカルセンター 1床

古河赤十字病院 2床

日立保健医療圏

筑波学園病院 3床

筑波メディカルセンター病院 3床

JAとりで総合医療センター
一種 2床 / 二種 6床

茨城西南医療センター病院 2床

県全体及び地域での感染症対応を一層充実させるため、筑西・下妻医療圏に新たに感染症病床を確保する。
今後、県内唯一の特定機能病院である筑波大学附属病院の第一種感染症指定医療機関の指定に向け、

令和６年度より施設改修に着手。



医療措置協定の概要

新興感染症の発生・まん延時に備え、平時に、知事と医療機関管理者との間で協定を締結。
新型コロナへの対応を念頭に、新興感染症の国内発生から約半年間で、コロナ対応の最大体制を目指す。

１. 病床確保〔病院・有床診療所〕

国による発生公表後、県の要請に基づき、入院病床の即応化

２. 発熱外来〔病院・診療所〕

国による発生公表後、県の要請に基づき、発熱患者の診察

３. 自宅療養者等への医療の提供及び健康観察
〔病院・診療所、薬局、訪問看護事業所〕

医療機関・薬局・訪問看護事業所で連携し、自宅や高齢者施

設等への往診、オンライン診療、訪問看護及び医薬品対応等

４. 後方支援〔病院・有床診療所〕

通常医療への影響を最小限にするため、感染症患者以外の

患者受入れや、感染症から回復後の入院患者の転院受入れ

５. 医療人材派遣〔病院・診療所〕

高齢者施設等での新興感染症患者発生時における感染制御・

業務継続支援チームの医師や看護師等の派遣や、県内外での

感染拡大時における医療機関等への医師や看護師等の派遣

661

873

コロナ最多入院

協定締結見込み

最大確保病床数（床）

800

844

コロナ最大体制

協定締結見込み

発熱外来（箇所）

232

331

コロナ最大体制

協定締結見込み

自宅療養者等対応（箇所）※病院・診療所

80

159

コロナ最大体制

協定締結見込み

後方支援（箇所）

29

88

コロナ最大体制

協定締結見込み

医療人材派遣（箇所）



医療措置協定の概要

新興感染症の発生・まん延時に備え、平時に、知事と医療機関管理者との間で協定を締結。
新型コロナへの対応を念頭に、新興感染症の国内発生から約半年間で、コロナ対応の最大体制を目指す。

１. 病床確保〔病院・有床診療所〕

国による発生公表後、県の要請に基づき、入院病床の即応化

２. 発熱外来〔病院・診療所〕

国による発生公表後、県の要請に基づき、発熱患者の診察

３. 自宅療養者等への医療の提供及び健康観察
〔病院・診療所、薬局、訪問看護事業所〕

医療機関・薬局・訪問看護事業所で連携し、自宅や高齢者施

設等への往診、オンライン診療、訪問看護及び医薬品対応等

４. 後方支援〔病院・有床診療所〕

通常医療への影響を最小限にするため、感染症患者以外の

患者受入れや、感染症から回復後の入院患者の転院受入れ

５. 医療人材派遣〔病院・診療所〕

高齢者施設等での新興感染症患者発生時における感染制御・

業務継続支援チームの医師や看護師等の派遣や、県内外での

感染拡大時における医療機関等への医師や看護師等の派遣

661

約870

コロナ最多入院

協定締結見込み

最大確保病床数（床）

800

約840

コロナ最大体制

協定締結見込み

発熱外来（箇所）

232

約330

コロナ最大体制

協定締結見込み

自宅療養者等対応（箇所）※病院・診療所

80

約150

コロナ最大体制

協定締結見込み

後方支援（箇所）

29

約80

コロナ最大体制

協定締結見込み

医療人材派遣（箇所）


